
予算決算常任委員会による審査

本会議

議会運営委員会

決算特別委員会

総務常任委員会

生活環境常任委員会

教育福祉常任委員会

都市整備常任委員会

001-02-01-02

予算議案

決算議案

・４つの常任委員会に分割付託
・各常任委員会で採決を行う
・議員は所属委員会の予算を審査

・特別委員会で審査（委員10名）
・特別委員会で採決を行う
・特別委員会委員がすべての決算を審査

特 別 委 員 会

従前の審査方法
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【新】横須賀市議会会議構成（平成23年５月～）

本会議

議会運営委員会

総務常任委員会

特別委員会

政策推進部、総務部、財政部、経済部、
選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、市議会事務局

市民安全部、市民部、資源循環部、上下水道局、消防局

福祉部、健康部、こども育成部、教育委員会事務局

環境政策部、都市部、土木部、港湾部

付議事件に関連する部局

予算決算常任委員会
（全体会） 総 務 分 科 会

生活環境分科会

教育福祉分科会

都市整備分科会

理事会

生活環境常任委員会

教育福祉常任委員会

都市整備常任委員会

特別委員会分科会
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現在の審査方法



予算決算常任委員会への付託議案等
【議 案】

（１） 予算、決算と関連し、かつ複数の分科会に関連するもの
例：指定管理者指定議案

（２） 基金の設置など予算の根幹に関わるもの
例：基金条例設置議案

（３） 手数料条例に係るものなど歳入予算を伴うもの
例：手数料条例改正議案

【法定報告】

継続費等の繰越計算書及びこれまで決算特別委員会で審査していた継続費精

算報告書等の法定報告の審査を行う

【一般報告】

議案と同時に審査すべき一般報告を除き、予算決算常任委員会では扱わない

【請願・陳情】
原則として、予算決算常任委員会では請願陳情の審査を行わない 3



予算決算常任委員会の構成

予算決算常任委員会
（全体会）

理事会 分科会

委員（理事） 委員は、全議員（40名）
※議長は、議会の議決を得て、
委員とならないことができる。

理事は、各常任委員会の
正副委員長（５委員会×２
名＝10名）

委員は、部門別常任委員
会と同じ

正副委員長
（会長）

委員長は、副議長、副委員
長は議会運営委員長

会長は、予算決算常任委
員長（副議長）、副会長は
同副委員長（議運委員長）

正副委員長は、部門別常
任委員会の正副委員長が
兼務

開催場所 本会議場 会議室（議運と同じ） 委員会室

出席理事者 本会議と同じ（市長・副市
長・各部長等）

なし 部門別常任委員会と同じ
（各部長及び課長）

予算決算常任委員会
（全体会）

総 務 分 科 会

生活環境分科会

教育福祉分科会

都市整備分科会

理事会

特別委員会分科会
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予算決算議案審査の流れ
① 理 事 会

② 議会運営委員会

③ 本 会 議

④ 予算決算常任委員会（全体会）

⑤ 分 科 会

⑥ 理 事 会

⑦ 予算決算常任委員会（全体会）

⑧ 本 会 議

ク 分科会委員長報告
ケ 締め括りの総括質疑
通告制、持ち時間制（20分）、
自席から一問一答

コ 討論（通告不用）、採決

オ 詳細審査（質疑のみ）
カ 採決は行わない

ウ 本会議から付託された議案
を各分科会に送付
エ 理事会の決定により開催を
省略する場合がある
※決算議案審査は別紙参照

キ 予算決算常任委員会（全体
会）の進行を決定

ア 議案の付託先を決定
イ 予算決算常任委員会の運営
方法の見直し（要綱改正）を行う
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